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はじめに 

 

 このたび、令和８年度から１２年度までの５か年を計画期間とする「第７期鹿角市

障がい者計画」を策定いたしました。現行の障がい者計画に掲げる基本理念「共に生

きる地域社会の実現」を継承し、引き続き、誰もが住み慣れた地域で安心して生活し、

共に支えあうことができる地域社会を目指す施策の方向性を定めました。 

近年、少子高齢化の進行や家族形態の変化、社会環境の多様化などにより、障害の

ある人を取り巻く状況も大きく変化しています。また、障がいを「個人の問題」では

なく「社会の課題」として捉え、共生社会を実現していく取り組みが一層求められて

います。 

本計画では、こうした多様化・複雑化する様々な課題に対応すべく、これまで以上

に相談から支援までの各施策の連携を強化するとともに、施策の方向における具体的

な取り組みとして、「情報アクセシビリティの向上」、「心のバリアフリーの推進」を新

たに定め、関連する事業を盛り込みました。 

市では、「サービス実施計画」としての性格を有する「第７期鹿角市障がい福祉計

画」及び「第３期鹿角市障がい児福祉計画」と一体的に施策を推進することにより、

障がいのある人の自立及び社会参加のための支援の充実を図り、市民一人ひとりが幸

せ（ウェルビーイング）を実感できる地域づくりに努めてまいりますので、皆様のご

理解とご協力をお願い申し上げます。 

 結びに、計画の策定にあたり、多くの貴重なご提言をいただいた市民の皆様及び関

係者の皆様に対しまして、心からお礼申し上げます。 

 

令和８年３月 

 

秋田県鹿角市長  笹本 真司 
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「障害」に係る「がい」の字に対する取扱いについて 

  

「鹿角市障がい者計画」では、本文中に「障害」（すべて漢字）と「障

がい」（害をひらがな）の２種類の表記を使用しています。 

これは、「害」という字が持つマイナスイメージにより、差別や偏見を

助長するという考え方があるためですが、障害の「害＝ハンディ」は社

会が作る「障害（障壁）」であるという「社会モデル」の考え方を否定す

るものではありません。 

なお、法律や制度に基づくサービス名等の固有名詞及び引用文は「障

害」（すべて漢字）と表記しています。 



 



第１部 総論 

 

第１章 計画の概要 

 

 

 

本市では、平成 10 年に「障害者基本法*」に基づく「鹿角市障害者計画～かづの・

ふれあい行動プラン～」を策定して以来、６期に渡って改訂を行い、時代のニーズに

即した障がい福祉施策を、総合的かつ計画的に推進してきました。 

この間、「障がい」を「心身機能の障がいのみに起因したものではなく、社会におけ

る様々な障壁と相対して生じる生活上の制限」とした「社会モデル」の考え方や、す

べての人があらゆる人権及び基本的自由を平等に享有するために求められる「合理的

配慮*」の概念が取り入れられました。 

令和５年３月には、国の「第５次障害者基本計画」が策定され、共生社会の実現に

向け、障がい者が、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その能力を最

大限発揮して自己実現できるよう支援するとともに、障がい者の社会参加を制約する

社会的障壁を除去するための基本的な施策の方向性が示されています。 

しかし、地域社会においては、少子高齢化による人口減少が急速に進行する中で、

世帯構成や暮らし・生活の変化・多様化などにより、家族や地域住民同士のつながり

が希薄化し、複雑化・複合化した福祉的課題が増えてきています。 

障がいのある人やその家族の高齢化が進み、高齢の親が障がいのある子を介護する

状況や、障がいのある人が要介護状態にある親や家族を介護しなければならない状況

など、各家庭では対応しきれない課題について、行政の各分野や関係機関などが連携

して地域全体で助け合い支え合うことが求められています。 

本計画は、こうした社会状況の変化や、多様化する福祉ニーズへのきめ細かい支援

を行うための総合的な計画として策定するもので、障がいの有無にかかわらず、誰も

が自分らしく暮らし、ウェルビーイング*を実感できるよう、基本理念である「共に生

きる地域社会の実現」を目指します。 

  

1 策定の趣旨 
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 本計画は、「障害者基本法」に基づく国の「障害者基本計画」や、県の「秋田県障害

者計画」等を踏まえ、障がいのある人のライフステージ*に合わせた、福祉・保健・医

療・教育・就労・まちづくり等あらゆる分野にわたる具体的な施策と方向性を定め、

障がいのある人に対する支援を市民全体の共通施策として取り組むものです。 

「第 7 次鹿角市総合計画」をはじめ、関連計画等との整合を図りながら、現行事業

に加え、新たなニーズに応えるための事業等を障がい者福祉施策に関する個別計画と

して展開します。 

計画の具体的な事業、施策の実施にあたっては、市民、事業者、関係機関等と連携

して効果的な取り組みを行います。 

 

 

 

 

 本計画の期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。 

 

 

 

 

本市では障がい福祉の向上を図るため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」）*」及び「児童福祉法」に基づ

く「第７期鹿角市障がい福祉計画」、「第３期鹿角市障がい児福祉計画」を策定しま

した。これらの計画では、障がい福祉に関するサービス量の見込みや目標値など具

体的な項目を定め、本計画と一体的に施策を推進します。 

 

 

  

２ 計画の性格 

３ 計画の期間 

４ 関連する計画 
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各計画との関連                  

 

 

R3  

年度 

R4  

年度 

R5  

年度 

R6  

年度 

R7 

年度 

R8  

年度 

R9  

年度 

R10  

年度 

R11 

年度 

R12 

年度 

 

 

 
        

第６期鹿角市障がい者計画 

県・第 6 期障害福祉計画 

第 7 次鹿角市総合計画（前期） 第 7 次鹿角市総合計画（後期） 

国・障害者基本計画 

県・障害者計画（R3～R8） 

第７期鹿角市障がい者計画 
Ｒ8～Ｒ12 

県・第７期障害福祉計画 

成年後見制度利用促進 

基本計画（R2～R5） 

第３期鹿角市地域福祉計画 

第５期地域福祉活動計画 

市・第 7 期障がい福祉計画 

第 3 期障がい児福祉計画 

市・第 8 期障がい福祉計画 

第 4 期障がい児福祉計画 

※鹿角市地域福祉計画に包含 
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第２章 本市の現状 

 

 

本市の人口は、令和６年度末で 26,787 人と減少傾向にあり、世帯数も同様に減

少しています。 

年齢３区分別人口は、令和６年１０月１日時点の人口 27,216 人に対して年少人

口（15 歳未満）が 2,306 人（8.5％）、生産年齢人口が 13,346 人（49.0％）、高

齢者人口（65 歳以上）が 11,564 人（42.5％）となっています。 

高齢者人口増加のピークは過ぎましたが、年少・生産年齢人口が減少し、高齢者の

占める割合は増加し、高齢化がさらに進んでいます。 

 

 

人口、世帯の推移（各年度末時点 単位：人、世帯） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,566 28,933 28,141 27,417 26,787 

12,790 12,712 12,551 12,465 12,387 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

令和2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

人口 世帯数

1 人口及び世帯の推移 

（資料：市民課） 
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年齢３区分人口の推移（年齢不詳を除く）（各年 10 月 1 日時点 単位：人） 

 
 

 

 

年齢３区分別人口構成比（年齢不詳を除く）（令和２年 10 月 1 日時点） 

 

4,640 3,996 3,439 2,877 2,306 

20,848 
19,123 

16,752 
14,259 

13,346 

11,265 
11,350 

11,793 

11,843 
11,564 

36,753 
34,469 

31,984 

28,979 
27,216 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

平成17年 22年 27年 令和2年 6年

年少人口(１５歳未満) 生産年齢人口 高齢者人口(６５歳以上) 合計

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鹿角市

秋田県

全国

9.9%

9.7%

12.1%

49.2%

52.7%

59.2%

40.9%

37.6%

28.7%

年少人口（１５歳未満） 生産年齢人口 高齢者人口（６５歳以上）

（資料：国勢調査［平成 17 年～令和 2 年］、市民課［令和 6 年］） 

（資料：国勢調査） 
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1,590 
1,524 1,515 

1,457 
1,347 

267 266 257 256 252 292 290 315 324 323 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者

  

 

令和６年度末の障害者手帳所持者は、身体障害者手帳所持者数が 1,347 人、療育

手帳所持者数が 252 人、精神障害者保健福祉手帳所持者数が 323 人で、手帳所持

者の総数は 1,922 人です。 

令和 6 年度末の人口 26,787 人に占める障害者手帳所持者の割合は、障がい別に

みると身体障害者手帳が 5.0％、療育手帳が 0.9％、精神障害者保健福祉手帳が 1.2％

です。手帳所持者全体では 7.2％となっております。 

なお、障害者手帳は本人や家族等からの申請が必要なため、未申請等の理由により

手帳を所持していない人もいます。そういった方々を含むと、精神障がいのある人の

総数は 758 人となっています。 

 

三障がい者数の推移（各年度末時点 単位：人） 

 

  

（資料：秋田県大館福祉環境部、福祉総務課） 

2 障がい者数の状況 

（598） （603） （624） （636） （758） 

（手帳未所持者） 
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 令和６年度末の身体障害者手帳所持者数は 1,347 人で、令和 2 年度と比較して

243 人減少しています。人口に占める割合は 5.0％で、令和 2 年度と比較して 0.4

ポイント減少しています。 

 年齢別では 65 歳以上が全体の約 80％を占めており、障がいの種類別では、肢体

不自由が 53.7％、内部障がいが 33.9％と高い割合となっています。内部障がいの

内訳は、心臓機能障がいが 53.5％、次いで膀胱直腸機能障がい 19.7％、じん臓機能

障がい 16.4％が高い割合となっています。 

施設利用や介護の状況については、施設に入所している人（老人福祉施設を含む）

が 206 人、要介護認定を受けた人は 550 人となっています。 

18 歳～64 歳の状況では、仕事をしている人が 46.2％、障害福祉サービスを利用

している人が 19.9％となっています。 

 

 

(1)身体障害者手帳所持者数（各年度末時点 単位：人） 

（等級別） 

 

項  目 令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

手帳所持者 1,590 1,524 1,515 1,457 1,347 

人口 29,566 28,933 28,141 27,417 26,787 

割合 5.4% 5.3% 5.4% 5.3% 5.0% 

 

 

 

 

 

741 
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665 652 
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令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

1･2級（重度） 3･4級（中度） 5･6級（軽度）

（資料：福祉総務課） 

3 身体障がい者の状況 
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（年齢別） 

 
項  目 令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

15 歳未満 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.4% 

15～64 歳 19.8% 19.0% 19.5% 19.6% 18.6% 

65 歳以上 79.6% 80.4% 79.9% 79.9% 80.9% 

 

 

（障がい種類別） 

 
項  目 視覚 聴覚 平衡 音声言語 肢体不自由 内部障がい 

令和４年度 5.0% 5.9% 0.3% 0.7% 57.0% 31.2% 

５年度 5.0% 6.3% 0.3% 1.0% 54.6% 32.9% 

６年度 5.0% 6.1% 0.3% 1.1% 53.7% 33.9% 
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（資料：福祉総務課） 

 

（資料：福祉総務課） 
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心臓
53.5%

じん臓
16.4%

呼吸器
8.8%

膀胱直腸
19.7%

免疫
0.7%

肝臓
0.9%

（内部障がいの内訳：令和 6 年度末時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)要介護認定の状況（令和６年度末時点 単位：人）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢区分 15 歳未満 15～64 歳 65 歳以上 計 割合 

心臓 2 24 218 244 53.5% 

じん臓 0 25 50 75 16.4% 

呼吸器 0 3 37 40 8.8% 

膀胱直腸 1 18 71 90 19.7% 

免疫 0 3 0 3 0.7% 

肝臓 0 2 2 4 0.9% 

計 3 75 378 456 100.0% 

項 目  手帳所持 

者数 

うち、要介護 

認定を受けた者 

 割合 

15 歳未満 6 0 0.0% 

15～64 歳 251 29 11.6% 

65 歳以上 1,090 521 47.8% 

計 1,347 550 40.8% 

（資料：福祉総務課） 

（資料：福祉総務課） 
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就労

46.2%

サービス利用（施設

入所含む）

19.9%

その他

33.9%

(３)施設入所の状況（各年度末時点 単位：人） 

 

 

 

(4)18 歳～６４歳の手帳所持者の状況（令和６年度末時点 単位：人） 
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令和元年度 ６年度

施設入所（人） 割合（％）

 項 目 令和元年度 6 年度 

施設入所 270 206 

手帳所持者に 

対する割合 

16.7% 15.3% 

 項 目 人数 １８歳～６４歳の手帳所持者 

に対する割合 

就労 116 46.2% 

サービス利用 

（施設入所含む） 

50 19.9% 

その他 85 33.9% 

（資料：福祉総務課） 

（資料：福祉総務課） 
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 令和６年度末の療育手帳所持者数は 252 人で、令和 2 年度と比較して 15 人減少

しています。人口に占める割合は 0.9％で、令和 2 年度から変わらない水準で推移し

ています。年齢別では 18 歳～64 歳が約 75％を占めています。 

施設利用の状況については、施設に入所している人（老人福祉施設を含む）が 54

人で、令和 2 年度と比較して減少傾向にあります。 

手帳所持者の状況については、仕事をしている人が 18.7％、障害福祉サービスを

利用している人が 68.7％となっています。 

 

(1)療育手帳所持者数（各年度末時点 単位：人） 

 
 

項 目 令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

手帳所持者数 267 266 257 256 252 

人口 29,566  28,933 28,141 27,417 26,787  

割合 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 
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（資料：福祉総務課） 

４ 知的障がい者の状況 
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（年齢別） 

 

 項 目 令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

18 歳未満 10.9% 9.4% 7.0% 5.1% 5.6% 

18～64 歳 68.9% 70.7% 73.2% 75.8% 75.8% 

65 歳以上 20.2% 19.9% 19.8% 19.1% 18.7% 

 

 

（障がい程度別：令和 6 年度末時点） 

知的障がい者（１８歳以上） 

区  分 総数 軽度 中度 重度 最重度 重症心身 

計 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

総数 238 131 107 42 24 34 29 33 31 18 18 4 5 

内訳 施設利用 162 87 75 15 7 21 20 31 28 17 18 3 2 

在宅 76 44 32 27 17 13 9 2 3 1 0 1 3 

（就労） (47) (30) (17) (22) (11) (6) (6) (2) (0) (0) (0) (0) (0) 

 

知的障がい児（１８歳未満） 

区  分 総数 軽度 中度 重度 最重度 重症心身 

計 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

総数 14 12 2 5 2 1 0 2 0 4 0 0 0 

内訳 施設利用 11 10 1 3 1 1 0 2 0 4 0 0 0 

在宅 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

（就労） (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

29 25 
18 13 14 

184 188 188 194 191 

54 53 51 49 47 
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18歳未満 18～64歳 65歳以上

（資料：福祉総務課） 
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12.7%

(2)施設入所の状況（各年度末時点 単位：人） 

 

 

 

 

(3)手帳所持者の状況（令和６年度末時点 単位：人） 
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施設入所（人） 割合（％）

 項 目 令和 2 年度 6 年度 

施設入所 62 54 

手帳所持者に 

対する割合 

23.2% 21.4% 

 項 目 人数 療育手帳所持者 

に対する割合 

就労 47 18.7% 

施設利用 173 68.7% 

在宅 32 12.7% 

（資料：福祉総務課） 

（資料：福祉総務課） 
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 令和 6 年度末の精神保健福祉手帳未所持者を含む精神障がい者数は 758 人で、

人口に占める割合は 2.8％、令和 2 年度末と比較すると 160 人、0.8 ポイント増

加しています。 

 病類別の状況では、どの疾病も増加傾向にあり、疾病別の割合は、統合失調症が

約 32％、気分障がいが約 25％となっています。 

 入院通院の状況では、入院は令和 6 年度末で 8 人と、令和２年度末より 12 人減

少しました。自立支援医療（精神通院）*受給者は令和２年度末から 22 人増加して

います。 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者数は、令和６年度末で 323 人と、令和２年度末よ

り 31 人増加しています。 

年齢別では 18 歳～64 歳が 69.3％、65 歳以上が 27.9％を占めています。 

疾病別では、統合失調症が 39.3%、気分障がいが 23.2%と高い割合を占めてい

ます。 

精神保健福祉手帳所持者の状況については、仕事をしている人が 19.2％、障害福

祉サービスを利用している人が 29.4％となっています。また、施設に入所している

人（救護施設、老人福祉施設を含む）は 20 人で全体の 6.2％です。 

 

(１)精神障がい者数（手帳未所持者を含む） （各年度末時点 単位：人） 

（病類別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 精神障がい者の状況 

（資料：秋田県大館福祉環境部） 
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（疾病別の内訳：令和 6 年度末時点） 

 

 

 

(２)入院通院の状況（各年度末時点 単位：人） 

 
  令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

入院 20 23 28 31 8 

在宅 578 580 596 605 750 

（自立支援医療） 436 455 460 486 458 

 

統合失調症
32.2%

気分障がい
25.3%
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3.8%
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（資料：秋田県大館福祉環境部） 

（資料：秋田県大館福祉環境部） 
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(３)精神障害者保健福祉手帳所持者数（各年度末時点 単位：人） 

 

年度 令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

手帳所持者数 292 290 315 324 323 

人口 29,566 28,933 28,141 27,417 26,787  

割合 1.0% 1.0% 1.1% 1.2% 1.2% 

 

 

 

（年齢別の内訳：令和 6 年度末時点） 
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 項目 人数 割合 

18 歳未満 9 2.8% 

18～64 歳 224 69.3% 

65 歳以上 90 27.9% 

計 323 100.0% 

（資料：秋田県大館福祉環境部） 

（資料：秋田県大館福祉環境部） 
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（疾病別の内訳：令和 6 年度末時点） 
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人数 127 75 7 5 3 3 3 1 1 20 1 42 15 20 

割合 39.3% 23.2% 2.2% 1.5% 0.9% 0.9% 0.9% 0.3% 0.3% 6.2% 0.3% 13.0% 4.6% 6.2% 

 

 

 

(４)施設入所の状況（令和６年度末時点 単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

統合失調症

39.3%

気分障がい

23.2%

神経症性障がい

6.2%

心理的発達の障がい

13.0%

小児期・青年期の行動

及び情緒の障がい

4.6%

  Ｒ6 年度 

施設入所 20 

割合 6.2% 

（資料：秋田県大館福祉環境部） 

（資料：福祉総務課） 
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(５) 手帳所持者の状況（令和６年度末時点 単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項 目 人数 精神手帳所持者 

に対する割合 

就労 62 19.2% 

サービス利用 

（施設入所含む） 

95 29.4% 

その他 166 51.4% （資料：福祉総務課） 
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第３章 計画の基本的な考え方 

誰もが、住み慣れた地域で安心して生活し、また、一人ひとりの人格と個性が尊重

され、充実した生活を保障される権利を有しています。 

この計画は、共動の理念のもと、社会のさまざまな障壁を取り払い、市民が分け隔

てられることなく互いに尊重しあいながら、共に支えあうことができる地域社会を目

指すもので、次のとおり基本理念と基本目標を定め施策を推進します。 

 

 

 

 

「共に生きる地域社会の実現」 

 

 

 

 
基本目標Ⅰ 地域生活の支援 
 
基本目標Ⅱ 充実した社会生活 

 
基本目標Ⅲ バリアフリーの実現 

 

 

 

 

１ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

 

２ 保健・医療の推進 

 

３ 雇用・就業、経済的自立の支援 

 

４ 教育の振興 

 

５ 文化芸術活動・スポーツ等の振興 

 

６ 安全・安心な生活環境の整備 

 

７ 防災・防犯等の推進 

 

８ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

 

９ 行政等における配慮の充実 

 

 

1 計画の基本理念 

３ 施策の方向

２ 計画の基本目標 
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基本理念 基本目標 施策の方向

１　相談支援体制の構築

1
２　意思決定支援の推進

共
に
生
き
る
地
域
社
会
の
実
現

自立した生活の支援
・

意思決定支援の推進

３　意思疎通支援の充実

Ⅰ．
地域生活の支援 ４　障害福祉サービスの充実と人材の育成・確保

５　障がいのある子どもに対する支援の充実

６　施設による支援の充実

2

７　情報アクセシビリティの向上

文化芸術活動・スポーツ等の振興

１　文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備

２　スポーツに親しめる環境の整備・競技スポーツに係る取り組みの推進

３　障がいの原因となる疾病等の予防・治療

3

雇用・就業、経済的自立の支援
１　障がい特性に応じた就労支援

２　多様な就業機会の確保

4

保健・医療の推進
１　精神保健・医療の適切な提供等

２　保健・医療の充実と医療従事者の育成・確保

Ⅱ．
充実した社会生活

教育の振興
１　インクルーシブ教育システムの推進

２　教育環境の整備

5

6 １　住環境の整備

安全・安心な生活環境の整備 ２　移動しやすい環境の整備

３　障がい者に配慮したまちづくりの総合的な推進

7

Ⅲ．
バリアフリーの実現 ２　消費者トラブル等の防止及び被害からの救済

１　障がいを理由とする差別の解消

２　権利擁護の推進、虐待の防止

３　心のバリアフリーの推進

差別の解消、

権利擁護の推進及び虐待の防止

8

9

行政等における配慮の充実
1　行政機関等における配慮及び障がい者理解の促進等

2　選挙等における配慮

防災・防犯等の推進
１　防災対策の推進

４ 計画の体系
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第２部 各論 

 

基本理念「共に生きる地域社会の実現」に基づく、３つの基本目標を実現するため、

９つの施策の方向について具体的な取り組みを掲げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 昨今、生活様式の多様化などにより、複雑化・多様化した福祉ニーズが増加してい

ます。また、人口減少や高齢化による集落機能の低下のため、生活課題が潜在化しや

すい状況にあります。その複合的な課題の掘り起こしと解消に向けては、それぞれの

課題に対応できる関係機関の連携が不可欠となっていることから、本市では各相談支

援機関が、相談者の世代や属性にかかわらず包括的に相談を受け止め、必要に応じた

専門の相談支援機関へのつなぎ、又は行政や社会福祉協議会、地域包括支援センター

*や障がい者総合サポートセンター*などの相談支援を行う事業所、民生委員・児童委

員*など多機関が連携して、適切な指導や助言を重層的に提供します。 

誰もが気軽に相談できるよう、多様な手段を活用して情報を発信し、必要な支援に

つながりやすい環境を整え、地域において生活するすべての人が、障がいの有無や種

類、年齢、性別などにとらわれず、安心して暮らすことができる体制の充実を目指し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：福祉総務課） 

 

第１章 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

１ 相談支援体制の構築 
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◆総合相談事業 

人権擁護委員*や行政相談委員*による総合相談窓口を設けるほか、弁護士、司法書

士、土地家屋調査士による専門的な無料相談を実施し、市民福祉の向上を図ります。 

 

◆多機関協働事業 

 単独の支援関係機関では対応が難しい複合化・複雑化した課題に対応するため、相

談支援包括化推進員を配置し、必要な支援が円滑に提供されるよう支援関係機関との

連携や調整を図ります。また、支援機関と連携した伴走型の相談支援を行うとともに、

地域課題のニーズの掘り起こしを行い、社会資源を活用した支援や居場所の提供など、

より充実した共生社会の実現に向けて体制を整備します。 

 

◆障害者相談支援事業（相談対応、地域自立支援協議会の設置） 

障がいのある人が福祉サービスを利用するため、情報提供や計画の作成、サービス

調整など、福祉や生活支援等に関する相談支援を行います。 

 

◆相談支援機能強化事業（専門的職員による困難ケース等への対応） 

 幅広い相談内容に対応するため専門的な知識を有する職員を配置し、一般的な相談

に加えて特に困難なケースに対する支援を強化し問題を解決します。 

 

◆身体・知的障がい者相談員の設置 

 障がいに対する知識や豊富な経験を持つ市民に、相談員としての活動を委嘱し、地

域目線での相談や、身近な問題を解決します。 

 

◆鹿角市障がい者自立支援協議会（地域自立支援協議会）の運営 

障がいのある人などを支える関係機関を中心としたネットワークを構築し、地域の

障がい福祉に関する連携を円滑に行うため、定期的な協議の場を設置し、問題を解決

します。 

 

◆民生委員・児童委員活動の推進 

 民生委員・児童委員による情報提供や訪問、見守り活動などについて関係機関との

連携により、障がいのある人への身近な相談支援を実施します。 

 

◆アディクション*相談事業 

 アルコールやギャンブルなど依存症問題を抱える本人や家族への相談支援を行い

ます。 

主 要 事 業 
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◆基幹相談支援センターの運営（地域生活支援拠点の運営） 

 鹿角市障がい者総合サポートセンターを拠点とした相談支援体制を構築し、各相談

支援事業所の資質向上や、困難ケースの解決に向けた連携強化を図ります。また、障

がいの重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能を強化し、

より充実した相談支援を行います。 

 

◆生活困窮者自立支援事業 

 就労や生活の自立に向けた包括的な相談支援プランを作成し、他法制度の利用など

総合的な相談支援を行います。 

 

◆若者等相談支援事業 

 ひきこもり問題の解決に向けた専門員による個別相談会を開催します。また、家族

や地域の方に対する支援を促進するための講演会を開催します。その他、週に１度の

イベント開催や、平日の居場所として多世代交流スペース*を開放しています。 

 

◆乳幼児健診 

 生後１カ月、３～４カ月、12 カ月、１歳６カ月、３歳児の発育・発達の確認等を

実施し、疾病の早期発見と月齢に合わせた保健指導を行います。 

 

◆５歳児すくすく健康相談事業 

 ５歳児とその保護者を対象に発達の確認や子育て相談を実施することで、発達障が

い*の早期発見や支援をつなげます。また、保護者に対する学習会や講演会を通じ、子

育ての不安や悩みに対する心のケアを図ります。 

 

◆養育支援訪問事業 

 養育支援が必要な家庭に、安心して育児ができるように、保健師等がその居宅を訪

問し、養育に関する専門的指導・助言を行います。 

 

◆子育て世帯訪問支援事業 

 家事・子育て等に対して不安や孤立感を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラ

ー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴する

とともに、家事・子育て支援を実施します。 

 

◆子育て短期支援事業 

 保護者の疾病やその他の理由により、家庭において子どもを養育することが一時的

に困難になった場合に、児童養護施設や里親などにおいて、一定期間、養育又は保護

を行います。 
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◆かづのこもれび相談事業 

 不登校やその傾向にある児童・生徒が抱える問題について、学校、家庭相談員、医

療関係者等が情報共有し、対応についてサポート体制を構築します。また、専門員に

よる相談やカウンセリングを行います。 

 

◆かづのこもれび教室運営事業 

 不登校傾向にある児童・生徒に対し、学校復帰に向けた個別の学習指導や体験活動

を行い、安心できる居場所を提供します。 

 

 

 

 すべての人が、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目指

すうえで、障がいのある人が、地域で元気に暮らすためには、福祉や保健、医療など

の各種サービスを、それぞれの特性に応じて適切に提供されることと、そのサービス

を自分で選択できることが大切です。 

障がいの有無にとらわれることなく、自らの自由な意思決定によって、より豊かで

充実した生活や社会参加の実現のため、意思表示をすることが困難な人に対し、本人

の自己決定を尊重する観点から、必要な支援を行います。 

 

 

 

◆成年後見制度*利用支援事業 

 障がいなどが原因で、判断能力が著しく低下した人に対し、必要に応じて成年後見

制度を活用することにより、権利擁護の推進を図ります。 

 

◆成年後見制度法人後見事業 

 成年後見制度において、より質の高い権利擁護を図るため、法人による支援を行い

ます。 

 

◆成年後見支援センター運営事業 

 成年後見を必要とする人に対し、適切な対応を実施するため、行政や、地域の幅広

い関係機関を含めた連携体制の整備を行います。成年後見制度の相談対応や広報活動

など権利擁護を進めます。 

 

 

 

 

２ 意思決定支援の推進 

主 要 事 業 
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 地域で豊かに自立した生活を送るためには、必要とするさまざまな情報を入手し、

そして発信することが大切です。 

通信技術等の発展により、情報の発信や収集が容易となりました。また、さまざま

な障がいを補助するための各種ツールの開発も進められているほか、電子メールなど、

コミュニケーションの手段も変化しております。 

 しかし、これらの新しい技術は、障がいの種類や程度により、享受できる人が限定

されるという課題があります。それぞれが希望する意思疎通の手段により、安心して

生活することができるように、支援機器の給付や手話通訳者などの派遣による支援体

制の充実を図ります。 

 

 

 

◆声の広報発行事業 

 生活に必要な情報や、障がい福祉に関する情報を音声媒体でお知らせします。 

 

◆聴覚障害者等意思疎通支援事業 

 意思疎通を図ることに支障がある人に対し、障がいの種別や程度に応じ、手話通訳

者等の派遣を実施し、円滑なコミュニケーションと情報の取得を確保します。 

 

◆日常生活用具*給付等事業 

 日常生活における困難を改善し、自立支援、社会参加促進のために必要な用具の購

入を支援します。 

 

◆ＮＥＴ１１９ 緊急通報システム 

 スマートフォン等からインターネットを利用して 119 番通報ができるサービスで

す。聴覚や言語障がいによって音声での会話が困難な人が、いつでも全国どこでも管

轄する消防本部へ、音声によらない通報をすることができます。 

 

◆鹿角市メール配信サービス 

 防災情報や火災・事故情報のほか、市のイベント情報などを配信します。 

 

 

 

 

 

３ 意思疎通支援の充実 

主 要 事 業 
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 障がいのある人の自立した生活を推進するためには、一人ひとりの障がいの程度や

特性に応じたきめ細かい福祉サービスの提供が求められます。そのため、サービスの

質的・量的な充実や、提供体制の確保を推進します。 

  

 

 

 

◆居宅介護事業 

 居宅において介護が必要な障がいのある人に対し、身体介護、家事援助、通院介護

など訪問により生活に必要な介護を行い、自宅での生活を支援します。 

 

◆重度訪問介護事業 

 日常生活全般に支援が必要な重度の肢体不自由がある人に対し、介護や外出支援な

ど利用者の生活を総合的かつ継続的に支援します。 

 

◆行動援護事業 

 行動障がいを伴う知的障がいのある人や精神障がいのある人に対し、安定した日中

活動ができるよう身体介護も含めた外出中心のサービスを行います。 

  

◆短期入所事業（ショートステイ） 

 介護者の病気などにより、介護を一時的に継続することが困難になった場合に、短

期間で施設や病院において介護を行います。 

 

◆生活介護事業 

 継続した日常生活介護を必要とする重い障がいのある人に対し、主に昼間の食事や

入浴などの介護、創作や生産活動などの日中活動を支援します。 

 

◆共同生活援助事業（グループホーム*） 

 共同生活を必要とする障がいのある人に対し、共同生活の場における日常生活の支

援や、夜間休日の介護を実施します。 

 

◆自立訓練事業 

 地域生活を営むうえで身体機能や生活能力の維持・向上などの必要がある障がいの

ある人に対し、一定期間、リハビリテーションなどの訓練を提供します。 

 

４ 障害福祉サービスの充実と人材の育成・確保 

主 要 事 業 
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◆訪問入浴サービス事業 

 身体障がいのある人の居宅において入浴サービスを提供することにより、身体の清

潔の保持、心身機能の維持などを図り、自宅での生活を支援します。 

 

◆日中一時支援事業 

 障がいのある人の日中における活動の場を確保することにより、家族の就労支援、

及び日常的に介護している家族などの一時的な休息を支援します。 

 

◆地域活動支援センター*事業 

 居宅などから通い、日中における創作的活動や生産活動の機会に触れることにより、

生活の訓練や社会との交流を促進し、生きがいの持てる日常生活が送れるよう支援し

ます。 

 

◆移動支援事業 

 障がいにより、屋外での移動に困難のある人に対し、外出のための支援を行うこと

により、地域での自立生活及び社会参加の促進を図ります。 

 

◆特別障害者手当給付事業 

 自宅生活での負担軽減を図るため、重い障がいのある人に対し手当を給付します。 

 

◆補装具給付等事業 

 身体障害者手帳の所持者に対し、義手や義足などの身体の一部を補うものや、歩行

器、車いすなどの身体機能を補うために必要な用具の購入を支援します。 

 

◆日常生活用具給付等事業（再掲） 

 日常生活における困難を改善し、自立支援、社会参加促進のために必要な用具の購

入を支援します。 

 

◆自動車運転免許取得・改造助成事業 

 自動車運転免許の取得費や、車輌への特殊改造に要する費用を助成し、社会参加や

就労意欲の向上を図ります。 

 

◆福祉医療給付事業 

乳幼児から高校生、ひとり親家庭の児童、高齢身体障がい者及び重度心身障がい児

者に対し、医療費の一部負担金を助成し、安心と暮らしやすさの向上を図ります。 
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◆精神ボランティア活動支援事業 

精神保健ボランティアの会が行う各種イベント、教室の開催などによる社会参加促

進事業やボランティア養成講座などの人材養成事業に対する活動を支援し、精神障が

いのある人の活動場所の確保と日常生活の充実を図ります。 

 

◆手話奉仕員養成講座 

 手話に親しむ機会を設け、手話をより身近なコミュニケーションツールとして理解

してもらえるよう養成講座を開催します。講座は入門編と基礎編に分かれ、それぞれ

２０回程度の講座を実施します。手話通訳員として活動できる人材の育成とともに聴

覚障がいのある人などに対するコミュニケーション技術の向上を図ります。 

 

◆障害者サポーター養成講座 

 障がいのある人への配慮や手助けを行うことのできる人を養成するための講座を

開催し、障がい福祉の向上を図ります。 

 

◆障がい者自立支援協議会*の開催 

 関係機関や事業所が連携し、地域における障害福祉サービスの課題共有や支援体制

の検討を行うため、障がい者自立支援協議会の開催を図ります。 

 

◆研修等への参加 

 支援の質の向上や専門性の確保を目的として、県等が実施する各種研修への参加を

促進し、事業者や支援者の人材育成を支援します。 

 

◆実習生等の受け入れ 

 関係機関で実習生および職場体験の受け入れを行い、障害福祉施策や業務への理解

促進を図るとともに、人材育成を支援します。 
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本市における障害福祉サービスの状況      

障害福祉 

サービス 

年間支出額[円] 年間延べ利用人数[人] 

Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

居宅介護 18,870,653 17,565,728 17,752,506 410 370 366 
重度訪問介護 3,287,680 1,592,520 0 24 12 0 
同行援護 2,281,670 1,416,027 1,133,792 52 45 44 
行動援護 170,340 31,970 0 14 2 0 
重度障害者等包括支援 0 0 0 0 0 0 
短期入所 18,324,646 22,944,787 26,818,902 170 227 233 
療養介護 23,835,630 20,393,700 18,838,480 92 80 72 
生活介護 353,257,203 362,128,569 354,122,513 1,766 1,774 1,747 
施設入所支援 117,113,611 121,290,185 129,533,157 875 880 885 
共同生活援助 110,092,783 120,205,226 119,093,014 751 752 763 
自立訓練（機能訓練） 0 0 0 0 0 0 
自立訓練（生活訓練） 1,817,140 5,031,080 4,789,780 13 36 36 
宿泊型自立訓練 2,412,000 2,616,900 1,998,890 25 26 24 
就労移行支援 0 0 0 0 0 0 
就労定着支援 741,480 0 0 21 0 0 
就労継続支援（A 型） 555,350 1,616,780 1,393,350 5 14 11 
就労継続支援（B 型） 168,209,544 176,788,719 186,358,940 1,201 1,257 1,264 
特定障害者特別給付費 
（施設食費・ＧＨ家賃） 

17,646,813 18,013,876 18,415,272 1,596 1,609 1,646 

地域移行支援 0 0 0 0 0 0 
地域定着支援 126,720 126,720 130,020 36 36 36 
計画相談支援 16,538,410 16,709,350 17,912,068 1,155 1,138 1,113 
高額障害福祉サービス
等給付費 

259,306 186,870 113,468 71 63 36 

合計 855,540,979 888,659,007 898,404,152 8,277 8,321 8,276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：福祉総務課） 
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 障がいのある子どもやその家族の生活には、子どもの成長や状況に応じて一貫した

支援が行われる必要があります。そのため、妊娠、出産から子育てまでのサポートを

切れ目なく受けられるよう、発達期における相談支援の充実や児童発達支援事業の提

供体制を強化します。 

 また、発達障がいを含む障がいの重度化・複雑化や多様化に対応するため、既存の

児童発達支援事業所を基盤として地域に分散する各事業所の機能強化や相互連携を

促進し、地域全体の面的な整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆こども家庭センター運営事業 

 子ども家庭支援員や家庭相談員を配置し、障がいのある児童生徒及びその保護者等

の相談に応じ、必要な情報提供や適切な助言を行います。 

 

◆巡回相談 

 心と体の発達の遅れが心配される乳幼児、児童の相談を実施し、経過観察を行うと

ともに、事後指導には保健師が対応します。 

 

◆乳幼児健診（再掲） 

 生後１カ月、３～４カ月、12 カ月、１歳６カ月、３歳児の発育・発達の確認等を

実施し、疾病の早期発見と月齢に合わせた保健指導を行います。 
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※カ所数は、民間施設を含む                （資料：すこやか子育て課） 

※人数は、障がい児保育受け入れ人数                 

本市における障がい児保育の実施状況推移 〔単位：カ所、人〕 

５ 障がいのある子どもに対する支援の充実 

主 要 事 業 
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◆新生児聴覚検査 

 出生後１週間以内を目途に聴覚検査を行い、聴覚障がいの早期発見に努めます。 

 

◆難聴児補聴器購入費等助成事業 

 身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴児に対して、補聴器の購入費用の

一部を助成します。 

 

◆未熟児養育医療 

身体の発達が未熟なまま出生し、入院を必要とする乳児に適切な医療を提供し、健

やかに発育、発達できるように支援します。 

 

◆児童発達支援事業 

 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、

その他必要な支援を行います。 

 

◆放課後デイサービス事業 

 授業の終了後または学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会と

の交流の促進、その他必要な支援を行います。 

 

◆保育所等訪問支援事業 

 保育所等を訪問し、障がいのある子どもに対して集団生活への適応のための専門的

な支援等を行います。 

 

◆障害児等療育支援事業 

 重症心身障がい、知的障がい、身体障がいがある子どもの地域生活を支えるため、

訪問支援や外来支援など療育指導を行い、在宅障がい児の福祉の向上を図ります。 

 

◆親子教室事業 

 発達に心配があると思われる子どもとその保護者に対し、親子での様々な体験や保

護者間の交流を通じ、親子関係の構築や保護者のこころの安定と子どもの健やかな成

長を支援します。 

 

◆障害児保育事業 

 障がいの程度に対応した保育を実施することにより、今後の適切で一貫した療育支

援へつながるよう支援します。 
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◆重症心身障害児通園事業 

 在宅の障がいのある子どもが通園し、さまざまなプログラムによる運動機能の発達

や低下防止、余暇支援などを行い、生活に必要な訓練と意欲の向上を図ります。 

 

◆すこやか療育支援事業 

 障がい児通所支援事業の利用に伴う子育て家庭の経済的負担を軽減することによ

り、生活基盤の弱い世帯が安心して療育を行うことができる環境を整えます。 

 

◆障害児福祉手当給付事業 

 在宅生活における世帯の負担軽減を図るため、重度の障がいのある子どもに対して

手当てを給付します。 

 

◆特別児童扶養手当給付事業 

 心身に障がいを持つ 20 歳未満の児童を養育する保護者に対して手当てを給付し、

世帯の負担を軽減します。 

 

◆秋田県発達障害者支援センターの利用促進 

 秋田県立医療療育センターにおける発達障害者支援部門（ふきのとう秋田）との連

携により障がい児の総合的な利用を促進します。 

 

◆かづのこもれび相談事業（再掲） 

 不登校やその傾向にある児童・生徒が抱える問題について、学校、家庭相談員、医

療関係者等が情報共有し対応についてサポート体制を構築します。また、専門員によ

る相談やカウンセリングを行います。 

 

◆かづのこもれび教室運営事業（再掲） 

 不登校傾向にある児童・生徒に対し、学校復帰に向けた個別の学習指導や体験活動

を行い、安心できる居場所を提供します。 

 

◆医療的ケア*児への支援体制の整備 

 日常的に医療的ケアを必要とする状態にある児童が安心して保育・教育・放課後支

援を受けられるよう、看護職員等の配置により、保育園、小・中学校、児童クラブに

おける受入れ体制を整備します。 
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◆福祉医療給付事業（再掲） 

乳幼児から高校生、ひとり親家庭の児童、高齢身体障がい者及び重度心身障がい児

者に対し、医療費の一部負担金を助成し、安心と暮らしやすさの向上を図ります。 

 

◆日中一時支援事業（再掲） 

 障がいのある人の日中における活動の場を確保することにより、家族の就労支援、

及び日常的に介護している家族などの一時的な休息を支援します。 

 

◆児童発達支援事業所の面的整備の推進 

 既存の児童発達支援事業所を基盤とした関係機関による連携体制を構築し、身近な

地域で必要な支援を継続的に受けられる支援体制を整備します。 

 

◆ペアレント・トレーニングの実施 

 子育てに不安を感じている家族や発達障がいのある子どもを持つ家族に対し、子育

てに前向きな気持ちで向き合える方法を学ぶプログラムやケアの方法などを提示し

段階的に支援します。 

 

 

 

 障がいのある人の自立した生活には、機能を回復するための支援、技術を身につけ

るための支援、共同生活をするための支援などが必要であり、障がい者施設は、各種

サービスを提供する拠点として重要な位置付けとなっています。  

しかし、さまざまな事情により自宅で生活することが困難な障がいのある人が、入

所している施設の中には、入所者の高齢化や施設の老朽化など、施設運営における課

題も増えています。 

 本市では、施設入所による支援の確保はもとより、施設を退所し、地域生活への移

行を希望する人への居住場所の確保について、障がいのある人の意思を尊重しながら、

既存の施設サービスの適切な実施と、ニーズに合わせた施設整備を促進します。 

 

 

 

◆施設入所支援事業 

 障がい者施設において、生活介護や就労継続支援などの日中のサービスを利用して

いる人に対し、主に夜間の介護サービスを実施します。 

 

 

６ 施設による支援の充実 

主 要 事 業 
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◆生活介護事業（再掲） 

 継続した日常生活介護を必要とする重い障がいのある人に対し、主に昼間の食事や

入浴などの介護、創作や生産活動などの日中活動の支援を行います。 

 

◆療養介護事業 

 長期間の医療ケアが必要な重い障がいのある人に対し、主に日中の機能訓練や生活

介護、相談支援サービスを実施します。 

 

 

今の社会は暮らしの中でスマートフォンを使うことが当たり前となり、情報ととも

に暮らす時代を迎えています。誰もが必要な情報を確実に得られる環境づくりは重要

であり、特に障がいのある人にとって情報へのアクセスのしやすさは暮らしの安心や

自己決定の機会を保障する上で欠かせない要素となります。 

障がいの有無にかかわらず、誰もが等しく情報を得られる地域社会の実現を目指し、

情報アクセシビリティの向上に取り組みます。 

 

 

 

◆ホームページ、広報誌による情報提供の充実 

 本市公式ホームページにおいて、音声読み上げ機能やチャットボット機能の活用に

よるウェブサイトの利便性向上に努めます。また、市広報誌において、文字の大きさ

や色の使い方に配慮し、読みやすいレイアウトづくりを心がけ、障がいのある人にも

わかりやすい情報の提供を行います。 

 

◆声の広報発行事業（再掲） 

 生活に必要な情報や、障がい福祉に関する情報を音声媒体でお知らせします。 

 

◆日常生活用具給付等事業（再掲） 

 日常生活における困難を改善し、自立支援、社会参加促進のために必要な用具の購

入を支援します。 

 

◆鹿角市メール配信サービス（再掲） 

 防災情報や火災・事故情報のほか、市のイベント情報などを配信します。 

 

 

 

７ 情報アクセシビリティ*の向上 

主 要 事 業 

～34～



第２章 保健・医療の推進 

 
 
 
 
 
 生活様式が複雑化している現代社会において、学校、家庭、職場などでのストレス

が増大し、神経症やうつ病、依存症やひきこもりなどさまざまな形で心の健康を失う

人が増加しています。 

精神疾患については適切な治療や支援により症状の安定や軽減が期待できること

から、住み慣れた地域で充実した生活を送れるように、関係機関との連携による医療

相談支援の体制を強化します。 

また、ひきこもりについては、８０５０問題*などが全国的に深刻な問題となって

おり、現在行っている相談支援に加え、地域に出向く訪問支援など、さらなる支援を

行います。 

 

 

 

◆障害者相談支援事業（相談対応、地域自立支援協議会の設置）（再掲） 

障がいのある人が福祉サービスを利用するため、情報提供や計画の作成、サービス

調整など、福祉や生活支援等に関する相談支援を行います。 

 

◆相談支援機能強化事業（専門的職員による困難ケース等への対応）（再掲） 

幅広い相談内容に対応するため専門的な知識を有する職員を配置し、一般的な相談

に加えて特に困難なケースに対する支援を強化し問題を解決します。 

 

◆鹿角市障がい者自立支援協議会（地域自立支援協議会）の運営（再掲） 

 障がいのある人などを支える関係機関を中心としたネットワークを構築し、地域の

障がい福祉に関する連携を円滑に行うため、定期的な協議の場を設置し、問題を解決

します。 

 

◆基幹相談支援センターの運営（地域生活支援拠点の運営）（再掲） 

鹿角市障がい者総合サポートセンターを拠点とした相談支援体制を構築し、各相談

支援事業所の資質向上や、困難ケースの解決に向けた連携強化を図ります。また、障

がいの重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能を強化し、

より充実した相談支援を行います。 

 

 

 

1 精神保健・医療の適切な提供等 

第２章 保健・医療の推進 

主 要 事 業 
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◆若者等相談支援事業（再掲） 

 ひきこもり問題の解決に向けた専門員による個別相談会を開催します。また、家族

や地域の方に対する支援を促進するための講演会を開催します。その他、週に１度の

イベント開催や、平日の居場所として多世代交流スペースを開放しています。 

 

◆多機関協働事業（再掲） 

単独の支援関係機関では対応が難しい複合化・複雑化した課題に対応するため、相

談支援包括化推進員を配置し、必要な支援が円滑に提供されるよう支援関係機関との

連携や調整を図ります。また、支援機関と連携した伴走型の相談支援を行うとともに、

地域課題のニーズの掘り起こしを行い、社会資源を活用した支援や居場所の提供など、

より充実した共生社会の実現に向けて体制を整備します。 

 

◆精神ボランティア活動支援事業（再掲） 

 精神保健ボランティアの会が行う各種イベント、教室の開催などによる社会参加促

進事業やボランティア養成講座などの人材養成事業に対する活動を支援し、精神障が

いのある人の活動場所の確保と日常生活の充実を図ります。 

 

◆こころの健康づくり推進事業 

 こころの健康づくりに関する理解を深め、一人ひとりの命の大切さを認識し、共に

支えあい、関心を高めることを目的に、こころの個別相談、ＳＯＳの出し方講座、ゲ

ートキーパー養成講座、傾聴ボランティア養成講座、相談窓口の周知等を行い、自殺

対策の推進強化を図ります。 

 

◆アディクション相談事業（再掲） 

 アルコールやギャンブルなど依存症問題を抱える本人や家族への相談支援を行い

ます。 

 

◆かづのこもれび相談事業（再掲） 

 不登校やその傾向にある児童・生徒が抱える問題について、学校、家庭相談員、医

療関係者等が情報共有し対応についてサポート体制を構築します。また、専門員によ

る相談やカウンセリングを行います。 

 

◆かづのこもれび教室運営事業（再掲） 

 不登校傾向にある児童・生徒に対し、学校復帰に向けた個別の学習指導や体験活動

を行い、安心できる居場所を提供します。 
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 障がいのある人が、地域において健康の保持・推進を図るため、必要な医療やリハ

ビリテーションを受けられるよう、福祉サービスと連携した保健サービスの提供体制

の充実を図ります。また、障がいに起因した合併症や高齢化等による障がいの重度化

の予防等を行います。 

 あわせて、地域において健康相談等を行う職員の資質の向上を図り、必要な情報提

供が速やかに行われるよう保健・医療・福祉分野の連携強化を図るとともに、医師や

看護職員等の育成・確保により、質の高い医療体制を構築します。 

 

 

 

◆医師確保対策事業 

（岩手医科大学寄附講座設置事業・医師修学資金貸与事業・かづの厚生病院支援事業） 

岩手医科大学に地域医療推進学講座を設置し、鹿角地域における医療連携支援の在

り方とシステム構築に関する研究を行うとともに、地域医療の向上と市民の健康増進

を図ります。また、医師として地元就職した際は返済不要となる医師修学資金の貸与

制度により、地域の医師確保を行います。 

 

◆あんしん医療連携事業（在宅当番医・在宅当番薬局・テレフォン病院２４） 

 休日または夜間における第一次救急医療体制を確保します。また、医師・臨床心理

士・看護師・保健師等の専門職が年中無休・２４時間、電話にて対応する、健康・医

療に関する相談支援を行います。 

 

◆ＮＥＴ１１９ 緊急通報システム（再掲） 

 スマートフォン等からインターネットを利用して 119 番通報ができるサービスで

す。聴覚や言語障がいによって音声での会話が困難な人が、いつでも全国どこでも管

轄する消防本部へ、音声によらない通報をすることができます。 

 

◆医療機関開設資金支援事業 

 市外からの診療所開設者に対し、診療所の建築費用及び看護師等の雇用等に対し助

成し、本市内における医療体制を拡充します。 

 

◆自立支援医療（精神通院）事業 

 精神疾患の治療にかかる医療費の負担軽減を図り、安定した生活と病気の治療を支

援します。 

 

２ 保健・医療の充実と医療従事者の育成・確保 

主 要 事 業 
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◆福祉医療給付事業（再掲） 

乳幼児から高校生、ひとり親家庭の児童、高齢身体障がい者及び重度心身障がい児

者に対し、医療費の一部負担金を助成し、安心と暮らしやすさの向上を図ります。 

 

◆児童発達支援事業所の面的整備の推進（再掲） 

 既存の児童発達支援事業所を基盤とした関係機関による連携体制を構築し、身近な

地域で必要な支援を継続的に受けられる支援体制を整備します。 

 

◆在宅医療・介護連携推進事業（多職種連携を進める会） 

 地域の医療・介護関係事業者等による会議や研修会を実施し、在宅医療と介護を一

体的に提供できる体制の構築と連携を図ります。 

 

 

 

 障がいの予防や軽減を図るためには、疾病や障がいを早期に発見し適切な治療や支

援につなげることが重要です。そのため、妊娠・出産期をはじめ、幼児期から高齢期

まで、各種健康診査や保健指導を通し、健康づくりへの意識向上に取り組む必要があ

ります。 

 妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援の展開と、正しい健康情報の提供体制

を構築します。 

 

 

 

◆自立支援医療（更生医療）*事業 

 医療行為によって障がいそのものを除去し、あるいは程度を軽減させる治療に対し

て利用者の費用負担を軽減し、日常生活力の回復を図ります。 

 

◆各種健（検）診推進事業 

定期的に特定健康診査*やがん検診などを受けることにより、疾病の早期発見・早

期治療につなげます。 

 

◆健康づくり推進事業 

 推定野菜摂取量測定や骨密度測定などの健康づくりに関する出前講座の実施によ

り、市民の健康づくりに関する意識の醸成を図ります。 

 

 

３ 障がいの原因となる疾病等の予防・治療 

主 要 事 業 
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◆母子保健包括支援事業 

母子健康手帳の交付・妊婦健康診査*・乳児家庭全戸訪問事業など出産・子育てにお

けるサポートを行います。また、乳幼児健診を実施し、月齢に合わせた保健指導を行

います。 

 

◆５歳児すくすく健康相談事業（再掲） 

 ５歳児とその保護者を対象に発達の確認や子育て相談を実施することで、発達障が

い*の早期発見や支援をつなげます。また、保護者に対する学習会や講演会を通じ、子

育ての不安や悩みに対する心のケアを図ります。 

 

◆人間ドック等健診事業 

 人間ドック・脳ドック助成により、本市において死亡率の高い脳血管疾患をはじめ

とする生活習慣病の早期発見、早期治療を図ります。 

 

◆特定保健指導の実施 

 生活習慣の改善を促し、生活習慣病の予防と健康的な生活を維持できるよう必要な

支援を行います。 

 

◆こころの健康づくり推進事業（再掲） 

 こころの健康づくりに関する理解を深め、一人ひとりの命の大切さを認識し、共に

支えあい、関心を高めることを目的に、こころの個別相談、ＳＯＳの出し方講座、ゲ

ートキーパー養成講座、傾聴ボランティア養成講座、相談窓口の周知等を行い、自殺

対策の推進強化を図ります。 

 

◆親子教室事業（再掲） 

 発達に心配があると思われる子どもとその保護者に対し、親子での様々な体験や保

護者間の交流を通じ、親子関係の構築や保護者のこころの安定と子どもの健やかな成

長を支援します。 
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第３章 雇用・就業、経済的自立の支援 

 
 
 

 

 障がいのある人の就労が円滑に行われるためには、就業に必要な訓練や相談支援が

重要となります。 

 雇用機会の拡大と定着を図るために、公共職業安定所（ハローワーク）や県北を活

動範囲としている障害者就業・生活支援センター等と連携し、雇用や就労支援への積

極的な協力を要請し障がいのある人の就労支援を行います。 

  

 

 

◆就労移行支援事業 

 一般企業への雇用または在宅就労等が見込まれる障がいのある人に対し、就労に必

要な知識や能力の向上、企業等とのマッチングを図ります。 

 

◆就労継続支援（Ａ型）事業 

 雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる障がいのある人に対し、契約に定める就

労機会の提供や、一般企業の雇用に向けた支援を実施します。 

 

◆就労継続支援（Ｂ型）事業 

 就労の機会を通じて、生産活動にかかる知識および能力の向上が期待される障がい

のある人に対し、一定の水準に基づく継続した就労機会の提供や、就業訓練の実施、

雇用形態への移行支援を行います。 

  

◆秋田県北障害者就業・生活支援センターとの連携 

 併設施設や提携施設の作業を通じ、就業に必要な基礎訓練や準備訓練、職場実習を

行い、障がいのある人の雇用・就労を総合的にサポートします。 

 

◆公共職業安定所（ハローワーク）との連携 

 鹿角市雇用対策協定*に基づき、就職や就業継続に関する相談対応や支援を行うほ

か、商工団体等に対し、障がい者雇用の促進に向けた要請を行います。 

 

◆多様な働き方の推進 

短時間労働やテレワークによる在宅就業など多様な働き方を選択できる環境の整

備に向け、柔軟な働き方を推進します。 

 

１ 障がい特性に応じた就労支援 

第３章 雇用・就業、経済的自立の支援 

主 要 事 業 
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◆生活困窮者自立支援事業（再掲） 

 就労や生活の自立に向けた包括的な相談支援プランを作成し、他法制度の利用など

総合的な相談支援を行います。 

 

 

 

 障がいのある人が地域において自立した生活を営むためには、周囲の理解が必要で

あるとともに就労の機会を得ることが重要です。 

 働く意欲のある障がい者がその適性に応じて能力を十分に発揮することができる

よう、物品やサービスの優先調達など多様な就業機会を確保します。 

 

 

 

◆公共職業安定所（ハローワーク）との連携（再掲） 

 鹿角市雇用対策協定に基づき、就職や就業継続に関する相談対応や支援を行うほか、

商工団体等に対し、障がい者雇用の促進に向けた要請を行います。 

 

◆多様な働き方の推進（再掲） 

短時間労働やテレワークによる在宅就業など多様な働き方を選択できる環境の整

備に向け、柔軟な働き方を推進します。 

 

◆優先調達の推進 

 障がい者就労施設等が供給する物品や役務を、市等が需要の増進を図りながら優先

的に調達することにより、障がいのある人の自立を促進します。 

 

◆農福連携の推進 

人材の不足と高齢化が進む農業分野と就業機会の確保を求める福祉分野の連携に

より得られる効果を検証し、課題の解決のための支援を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 多様な就業機会の確保 

主 要 事 業 
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第４章 教育の振興 

 

 

 障がいなどによりハンディキャップのある子どもが、合理的配慮の提供により共に

教育を受けることができる取り組みが進められており、障がいの有無を問わず、成長

に応じた適切な教育を受けられる環境の整備が求められます。 

学校卒業後を含むその一生を通じて、地域の一員として豊かな生活をおくることが

できるよう、子どもに対する配慮や学びの場を提供します。 

 また、個別の教育的ニーズのある子どもに対し適切な支援を提供するため、乳幼児

期や就学前における健診等のほか、教育に関する相談や子育てに対する相談支援体制

の充実を図ります。 

 

 

 

◆こども家庭センター運営事業（再掲） 

 子ども家庭支援員や家庭相談員を配置し、障がいのある児童生徒及びその保護者等

の相談に応じ、必要な情報提供や適切な助言を行います。 

 

◆巡回相談（再掲） 

 心と体の発達の遅れが心配される乳幼児、児童の相談を実施し、経過観察を行うと

ともに、事後指導には保健師が対応します。 

 

◆障害児保育事業（再掲） 

 障がいの程度に対応した保育を実施することにより、今後の適切で一貫した療育支

援へつながるよう支援します。 

 

◆５歳児すくすく健康相談事業（再掲） 

 ５歳児とその保護者を対象に発達の確認や子育て相談を実施することで、発達障が

い*の早期発見や支援をつなげます。また、保護者に対する学習会や講演会を通じ、子

育ての不安や悩みに対する心のケアを図ります。 

 

◆教育支援委員会 

 心身に障がいがあると思われる未就学児及び児童・生徒に対し、適正な就学ができ

るように関係機関と連絡を密にし、実態の調査を行うとともに就学に関する調整と指

導を進めます。 

 

１ インクルーシブ教育*システムの推進 

第４章 教育の振興 

主 要 事 業 
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◆特別支援教育コーディネーター*との連携 

 学校生活等に困難を抱える児童・生徒に対し、公平な教育機会を確保するため、特

別支援教育コーディネーターとの連携により、障がいの特性に応じた支援を実施する

環境を整備します。 

 

◆特別支援教育支援員配置事業 

 各小・中学校の通常学級において、個別の支援が必要な児童・生徒に対し、学校生

活における生活指導や学習支援などを行うため、特別支援教育支援員を配置し、校内

支援体制の充実を図ります。 

 

◆秋田県発達障害者支援センターの利用促進（再掲） 

 秋田県立医療療育センターにおける発達障害者支援部門（ふきのとう秋田）との連

携により障がい児の総合的な利用促進を図ります。 

 

◆生活困窮者自立支援事業（子どもの学習・生活支援事業） 

 家庭の事情などにより学習機会に恵まれない児童生徒を対象とした教室を開催し、

学習に関する支援と生活指導を行います。 

 

 

  

インクルーシブ教育が推進される中で、誰もが必要とする教育を受けることができ

る体制整備の実現を目指します。オンライン学習やデジタル教材など新たな技術の導

入や、学校施設のバリアフリー*化、市立図書館における読書環境の整備など、教育を

含む専門機関との連携・調整により、自らの可能性を追求できる環境を整え、最善の

教育体制が選択できるよう支援します。 

 

 

 

◆ＩＣＴ*の利活用環境の整備 

 障がいのある児童生徒の学習ニーズに応じた学びを保障するため、ＩＣＴを活用し

た学習環境の整備を推進します。また、学習用端末の家庭への持ち帰り等により、学

校と家庭をつなぐ学習機会の保障を図るほか、授業と家庭学習を循環させる主体的な

学習を推進します。 

 

◆「かづののりんごの棚*」の充実 

 読書が難しい人向けに読みやすく工夫された本を集めた専用コーナー「かづののり

んごの棚」を設置し、誰でも読書が楽しめる環境を整備します。 

２ 教育環境の整備 

主 要 事 業 
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第５章 芸術文化活動・スポーツ等の振興 

 

 

 

障がいのある人が、文化芸術活動や余暇・レクリエーション活動への参加を通じて、

生活を豊かにするとともに、すべての人が障がいの理解と認識を深めることで、障が

いのある人の生きがいの創造や社会参加への意欲につながります。これらの活動へ参

加する機会を設けることと、参加する意欲を高めることが充実した生活を送るうえで

重要です。 

 

 

 

◆学びをサポート！共生社会推進事業  

 障がいのある人の作品出展の場を設けるほか、各種イベントにおいて、障がいのあ

る人もない人も一緒に楽しみ、学び、支えあえるような活動の場を設け、障がいに対

する理解促進と共生社会の推進を図ります。 

 

◆鹿角市福祉プラザまつりの開催支援 

 福祉施設の拠点としての役割を担う鹿角市福祉プラザにおいて、障がい者センター

における事業の内容や障がいのある人の創作活動など、イベントを通して広く市民に

紹介し、障がいに対する理解の向上を図ります。 

 

◆「おいでよ ふくしの杜」の開催支援  

 子どもから高齢者まですべての市民がふれあい、障がいに対する理解と福祉のまち

づくりにかかわる参加、体験の機会となる「おいでよ ふくしの杜」を開催し、より

多くの市民の交流と相互理解を深め、社会参加の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の 

充実に向けた社会環境の整備 

第５章 文化芸術活動・スポーツ等の振興 

主 要 事 業 

～44～



 

 

 

 障がいのある人がスポーツ活動を行うことで、体力の維持・向上、交流機会の確保、

余暇の充実等を図るためには、スポーツ活動への参加の機会や、環境の充実が必要と

なります。 

 スポーツ大会への参加支援や、障がい者スポーツの普及啓発に努め、障がいのある

人のスポーツ活動に対する意欲の向上を図ります。 

 

 

 

◆障がい者スポーツ大会への参加 

 障がい者スポーツ大会の開催を支援するとともに、大会に選手を派遣するなど、普

及と振興に努めます。 

 

◆スポーツ施設等のバリアフリー化 

 障がいのある人がそれぞれの障がいに応じたスポーツや文化活動に親しみやすく

するために、スポーツ施設等のバリアフリー化を推進します。 

 

◆学びをサポート！共生社会推進事業（再掲） 

 障がいのある人の作品出展の場を設けるほか、各種イベントにおいて、障がいのあ

る人もない人も一緒に楽しみ、学び、支えあえるような活動の場を設け、障がいに対

する理解促進と共生社会の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ スポーツに親しめる環境の整備・ 

競技スポーツに係る取り組みの推進 

主 要 事 業 

～45～



第６章 安全・安心な生活環境の整備 

 

 

 障がいのある人にとって、それぞれの地域で安全に安心して暮らしていくためには、

住環境の整備が大切です。移動を容易にするためのバリアフリー化や介助・補助に必

要な手すりの設置など、日常生活を安全で快適に送るための改修費用の助成・貸付制

度や、除雪支援等の利用を促進します。 

  

 

 

◆障害者住宅改造費助成事業 

 住宅の段差解消や手すりの取り付けなど、住宅設備の一部改修が必要な重度の身体

障がいのある人に対し、改修工事費の助成を行い、住環境の改善と自宅での安心でき

る生活を支援します。 

 

◆障害者住宅整備資金貸付事業 

 住宅のバリアフリー改修や増築等を必要とする障がいのある人や家族に対して、必

要な改修工事費などの貸付けを行い、住環境の改善を支援します。 

 

◆高齢者生活支援事業 

おおむね 65 歳以上の単身及び高齢者世帯で日常生活上の援助が必要な人に対し、

家周りの手入れ、間口除雪等のサービスを利用したときの費用の一部を助成します。 

 

◆高齢者住宅等除排雪支援事業 

 自力で除排雪が困難な６５歳以上の高齢者のみの世帯もしくは、重度身体障がい者

等のみで構成されている世帯に対し、雪下ろし、除排雪にかかる費用の一部を助成し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 住環境の整備 

第６章 安全・安心な生活環境の整備 

主 要 事 業 
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障がいのある人が地域で安心して生活していくためには、地域の交通事情に応じた

交通施策による移動手段の確保と、公共交通機関等のバリアフリーなどによる環境整

備が重要です。 

 国や交通機関の支援制度として、運賃や、有料道路通行料金の割引などがあり、障

がいのある人の日常生活や社会参加を促進するために、引き続き制度の周知や利用の

支援を行います。また、障がいのある人の外出支援として、各種障害福祉サービスや

タクシー利用の助成、人工透析患者への通院交通費助成などの移動にかかる支援の拡

充を図ります。 

 

 

 

 

◆市道整備事業 

 利用者の通行の安全を確保するため、舗装や側溝など道路施設の整備や補修を進め

ます。 

 

◆福祉タクシー事業 

 場所や時間など自由度が高い交通手段であるタクシーの利用に対して、重度障がい

者を対象に福祉タクシー券を交付し、利用に要する費用の軽減を図ります。 

 

◆移動支援事業（再掲） 

 障がいにより、屋外での移動に困難のある人に対し、外出のための支援を行うこと

により、地域での自立生活及び社会参加の促進を図ります。 

 

◆同行援護事業 

 重度の視覚障がいのある人に対し、自立支援給付による個別給付を行います。 

 

◆人工透析通院交通費助成事業 

 市内に在住の人工透析患者の通院交通費の一部を助成することにより、通院に要す

る費用の軽減を図ります。 

 

◆地域公共交通維持確保対策事業 

 生活バス路線等の運行支援を行うことで市民生活に欠かせない公共交通を維持・確

保します。 

 

２ 移動しやすい環境の整備 

主 要 事 業 
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 公共空間の整備にあたっては「秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例」等に

基づき、可能な限りバリアフリーやユニバーサルデザイン*に配慮してきました。 

 バリアフリー化やユニバーサルデザイン化に向けた取り組みは、公共建築物である

道路や公園、障がい者用トイレ、障がい者用駐車場などに取り入れられており、今後

も障がい者に配慮したまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

◆公共施設のバリアフリー化の推進 

玄関や出入口のスロープ、点字・誘導ブロックや手すり、自動ドア、エレベーター、

トイレ、駐車スペースの確保や段差解消など、障がいのある人にやさしい環境づくり

を推進します。 

 

◆障害者等用駐車区画利用制度 

 公共施設や商業施設などに設置されている障がい者等駐車区画の利用証を発行し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 障がい者に配慮したまちづくりの総合的な推進 

主 要 事 業 
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第７章 防災・防犯等の推進 

 

 

 緊急時における通報支援や、災害等の迅速な情報提供により、障がいのある人が地

域社会において安全に安心して生活することができる体制整備を推進します。 

移動等に不安を抱える人や移動が困難な人に対する避難支援を行うとともに、特別

な配慮がされた福祉避難所の確保により、障がいの特性に即した福祉・医療サービス

提供体制の充実を図ります。 

 

 

 

◆避難行動要支援者等支援事業  

 災害時に支援を要する一人暮らしなどの障がいのある人に対して、有事の際の救助

活動を迅速に対応できるよう情報などを整備し、防災、救援体制システムの構築を行

います。 

 

◆自主防災組織の推進  

 緊急な事故や大災害時においては、近所や自治会での援助が最も重要であるため、

自治会単位など地域住民で組織される自主防災組織の設立、運営を支援します。 

 

◆福祉避難所の開設 

災害時、指定避難所等の中に、介護や医療相談等を受けることができる空間を確保

し、通常の指定避難所等では避難生活に困難が生じる要支援者、または、障がいの程

度の重い方など、より専門性の高い支援を必要とする要支援者を対象とした避難所を

開設します。 

 

◆防災ラジオの配布  

コミュニティＦＭを活用し、災害に係る緊急情報を発信するシステムの整備とあわ

せ、自動で起動する防災ラジオを、避難行動要支援者及び要支援者を支援する自治会

長、民生委員・児童委員などへ無償配布します。また、一般世帯や事業所等の希望す

る方へ有償で提供します。 

 

◆ボランティア活動支援事業  

 災害時などにおいて、支援を必要とする人に対し、迅速な支援活動を実施するとと

もに、その心構えやスキルアップのための研修を実施します。 

 

１ 防災対策の推進 

第７章 防災・防犯等の推進 

主 要 事 業 
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◆日常生活用具給付等事業（再掲） 

 日常生活における困難を改善し、自立支援、社会参加促進のために必要な用具の購

入を支援します。 

 

◆ＮＥＴ１１９ 緊急通報システム（再掲） 

 スマートフォン等からインターネットを利用して 119 番通報ができるサービスで

す。聴覚や言語障がいによって音声での会話が困難な人が、いつでも全国どこでも管

轄する消防本部へ、音声によらない通報をすることができます。 

 

◆鹿角市メール配信サービス（再掲） 

 防災情報や火災・事故情報のほか、市のイベント情報などを配信します。 

 

 

 障がいのある人の中には、その障がいの種類や程度により、消費者被害や犯罪被害

に巻き込まれやすい場合があります。 

 警察をはじめ各種関係団体と連携し、消費者トラブルや犯罪被害を未然に防ぐとと

もに、被害からの救済や回復のため、相談支援体制の強化を図ります。 

 

 

 

◆成年後見制度利用支援事業（再掲） 

 障がいなどが原因で、判断能力が著しく低下した人に対し、必要に応じて成年後見

制度を活用することにより、権利擁護の推進を図ります。 

 

◆成年後見制度法人後見事業（再掲） 

 成年後見制度において、より質の高い権利擁護を図るため、法人による支援を行い

ます。 

 

◆見守りネットワーク 

高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、地域の見守りや日常的

な声かけを通じて、早期に必要な支援につなげ、孤独死や事件・事故を未然に防ぐた

めに、市内の事業所等と情報を共有し、見守る体制を強化します。 

 

◆通話録音装置貸出 

 65 歳以上の高齢者や過去に特殊詐欺等の被害を受けた人を対象に特殊詐欺被害を

防止するため、固定電話での通話内容を録音できる装置を貸し出します。 

２ 消費者トラブル等の防止及び被害からの救済 

主 要 事 業 
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◆総合相談事業（再掲） 

 人権擁護委員や行政相談委員による総合相談窓口を設けるほか、弁護士、司法書士、

土地家屋調査士による専門的な無料相談を実施し、市民福祉の向上を図ります。 

 

◆生活困窮者自立支援事業（再掲） 

 就労や生活の自立に向けた包括的な相談支援プランを作成し、他法制度の利用など

総合的な相談支援を行います。 

 

◆消費者行政推進事業 

 専門員による消費生活相談を実施します。 

 

◆多機関協働事業（再掲） 

単独の支援関係機関では対応が難しい複合化・複雑化した課題に対応するため、相

談支援包括化推進員を配置し、必要な支援が円滑に提供されるよう支援関係機関との

連携や調整を図ります。また、支援機関と連携した伴走型の相談支援を行うとともに、

地域課題のニーズの掘り起こしを行い、社会資源を活用した支援や居場所の提供など、

より充実した共生社会の実現に向けて体制を整備します。 

 

◆法テラス（日本司法支援センター）との連携 

 消費者トラブルや犯罪被害などにあった場合、その被害回復のために法制度を利用

した総合的な支援を行います。 
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第８章 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

 

 

 すべての人が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性

を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別解消法*、秋田県差別解

消推進条例等の浸透を図るための普及・啓発活動などを通じ、障がいを理由とする差

別解消の取り組みを推進します。 

 

 

 

◆障がい者差別解消のための普及啓発 

 障がいのある人の差別解消の普及啓発を行うことにより、障がいのある人の社会的

障壁の除去を促進します。 

 

◆基幹相談支援センターの運営（地域生活支援拠点の運営・再掲） 

 鹿角市障がい者総合サポートセンターを拠点とした相談支援体制を構築し、各相談

支援事業所の資質向上や、困難ケースの解決に向けた連携強化を図ります。また、障

がいの重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能を強化し、

より充実した相談支援を行います。 

 

◆地域福祉活動支援事業 

 障がいのある人に対する正しい理解と認識を深めるために行う啓発活動やボラン

ティア活動等を支援します。 

 

◆ヘルプマーク・ヘルプカードの普及啓発 

 障がいや難病などが原因で、日常生活において援助を必要としている人に対し、周

囲の方の配慮や支援を求めるための「ヘルプマーク・ヘルプカード」の普及啓発を行

います。 

    

 

 

 

 

 

 

 

１ 障がいを理由とする差別の解消 

第８章 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

主 要 事 業 
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誰もが、自己決定による自立した生活を送る権利を有しています。その中で、自ら

の意思決定に困難を抱える人に対し、権利擁護と自己決定の尊重のための適切な支援

を行います。 

また、障がいのある人の尊厳を侵害する行為を防ぐとともに、その被害救済を図る

ため、虐待の未然防止を目的とした普及啓発に加え、虐待事案への迅速で適切な対応

をします。 

 

 

 

◆障がい者虐待防止センターの運営 

障がいがあるがゆえの虐待について、各関係機関との情報共有や連携により、虐待

防止ネットワークの強化を図るとともに、虐待に関する相談支援や、虐待の早期発見、

防止体制の構築に努めます。 

 

◆成年後見制度利用支援事業（再掲） 

 障がいなどが原因で、判断能力が著しく低下した人に対し、必要に応じて成年後見

制度を活用することにより、権利擁護の推進を図ります。 

 

◆成年後見制度法人後見事業（再掲） 

 成年後見制度において、より質の高い権利擁護を図るため、法人による支援を行い

ます。 

 

◆総合相談事業（再掲） 

 人権擁護委員や行政相談委員による総合相談窓口を設けるほか、弁護士、司法書士、

土地家屋調査士による専門的な無料相談を実施し、市民福祉の向上を図ります。 

 

◆生活困窮者自立支援事業（再掲） 

 就労や生活の自立に向けた包括的な相談支援プランを作成し、他法制度の利用など

総合的な相談支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

２ 権利擁護の推進、虐待の防止 

主 要 事 業 
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 障がいのある人に対する偏見や誤解、無意識の思い込みによる心の壁は、日常生活

や社会参加の妨げとなる要因の一つとなります。 

 障がいの理解を深めるための啓発や情報発信を行うとともに、市民一人ひとりが障

がいのある人の立場に立って考え、行動できる環境づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

◆障がい者差別解消のための普及啓発（再掲） 

 障がいのある人の差別解消の普及啓発を行うことにより、障がいのある人の社会的

障壁の除去を促進します。 

 

◆地域福祉活動支援事業（再掲） 

 障がいのある人に対する正しい理解と認識を深めるために行う啓発活動やボラン

ティア活動等を支援します。 

 

◆学びをサポート！共生社会推進事業（再掲）  

 障がいのある人の作品出展の場を設けるほか、各種イベントにおいて、障がいのあ

る人もない人も一緒に楽しみ、学び、支えあえるような活動の場を設け、障がいに対

する理解促進と共生社会の推進を図ります。 

 

◆鹿角市福祉プラザまつりの開催支援（再掲） 

 福祉施設の拠点としての役割を担う鹿角市福祉プラザにおいて、障がい者センター

における事業の内容や障がいのある人の創作活動など、イベントを通して広く市民に

紹介し、障がいに対する理解の向上を図ります。 

 

◆「おいでよ ふくしの杜」の開催支援（再掲） 

 子どもから高齢者まですべての市民がふれあい、障がいに対する理解と福祉のまち

づくりにかかわる参加、体験の機会となる「おいでよ ふくしの杜」を開催し、より

多くの市民の交流と相互理解を深め、社会参加の促進を図ります。 

 

 

 

 

３ 心のバリアフリーの推進 

主 要 事 業 
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第９章 行政等における配慮の充実 

 

 

 障害者差別解消法に基づく合理的な配慮*を的確に行うために、窓口対応要領の周

知やバリアフリーの推進など必要な環境整備を進めます。 

また、障がいのある人が行政サービスを利用する場合、行政機関等の窓口等におけ

る社会的障壁を除去するため、それぞれの障がいの特性や、特性に応じた配慮を行う

ための理解促進に努めます。 

  

 

 

◆障害者差別解消法に基づく対応要領による職員研修の実施 

 本市の職員向けの対応要領やガイドブックにより、行政機関の職員として、研修及

び啓発を図り、障がいに対する理解を深め、障がいのある人に対する窓口等での配慮

を行います。 

 

◆公共施設の利用料等の減免のわかりやすい表示 

 障がいのある人が、公共施設等を利用する際に受けられる各種サービスについて、

わかりやすい表示や案内を行います。 

  

 

 

 投票時において、移動や利用に困難を抱える人に配慮した、投票所における投票環

境の向上に努めます。また、選挙等に関する適切な情報提供により、自らの意思決定

に基づく円滑な投票を支援します。 

 

 

 

◆障がいのある人に配慮した投票環境の整備 

 移動に困難を抱える人に配慮した投票所のバリアフリー化や、障がいのある人の利

用に配慮した投票設備の設置を行います。また、代理投票や病院等における不在者投

票などの適切な実施により、公正な投票機会を確保します。 

 

◆選挙等に関する情報提供の充実 

選挙情報の提供等において、点字、音声、拡大文字またはインターネット等を活用

し、投票に関する意思決定を支援します。 

１ 行政機関等における配慮及び障がい者理解の促進等 

第９章 行政等における配慮の充実 

主 要 事 業 

２ 選挙等における配慮 

主 要 事 業 
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第３部 計画の推進 

 

１ 計画の推進に向けて 

 

  

★国・県との連携

計画の推進にあたっては、今後の
制度改正などへの対応が重要である
ことから、国や県との連携を緊密に
しながら対応し、施策を的確に展開
していきます。

★各種団体・民間企業等との共動

障がいのある人の地域移行や就労
支援などを進めるには、市のみなら
ず、市民、各種団体、民間企業等の
協力が不可欠であることから、相互
に連携を強化しながら、本市が掲げ
る「共動」の理念のもと、計画を推
進します。

★計画の進行管理

計画の進行管理については、市民
や障がい福祉関係団体の意見、障が
い者自立支援協議会で挙げられた意
見などを踏まえ、計画の効果や進ち
ょく状況などを確認しながら、適切
に計画を進めます。

★推進体制の整備

計画の推進体制については、基本
理念を実現するため、施策や事業の
実施については、庁内関係各課の障
がいに対する意識と連携を強化し、
鹿角市障がい福祉計画やその他関連
する市の計画との整合を図りながら、
施策や事業を着実に推進します。

計画の推進
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２　計画の策定体制

・計画の決定

・計画の報告
・計画案の協議

・民意の反映 ・計画素案の決定

・計画の施策化推進 ・調査研究

健康福祉部福祉総務課地域福祉班

市長

庁議

市長、副市長、教育長、各部長等

市議会教育民生常任委員会

・計画案の説明 県　障害福祉課

障がい者計画等策定懇談会

障がい福祉・身体・知的・精神障がい者関係団体及び機関
保健関係者・医療関係者・教育関係者・雇用関係者

庁内検討会

　　　　【参集範囲】
　　　　総務部総務課、政策企画課、財政課
　　　　市民部市民課、生活環境課、税務課
　　　　健康福祉部福祉総務課、すこやか子育て課、あんしん長寿課
　　　　産業部産業活力課、農業振興課
　　　　建設部都市整備課
　　　　教育委員会総務学事課、生涯学習課、スポーツ振興課
　　　　消防本部警防予防課

事務局
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《 資 料 》 
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１ 鹿角市障がい者計画等策定懇談会設置要綱 

令和２年１０月１９日訓令第１０３号 

改正 令和３年 ４月 １日訓令第 ８７号 

改正 令和５年 ６月３０日訓令第１０１号 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第 11 条第３項の規定に基づく鹿

角市障がい者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成 17 年法律第 123 号）第 88 条の規定に基づく鹿角市障がい福祉

計画及び児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 33 条の 20 の規定に基

づく鹿角市障がい児福祉計画（以下これらの計画を「鹿角市障がい者計画等」

という。）を策定するため、鹿角市障がい者計画等策定懇談会（以下「策定懇談

会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 策定懇談会は、次の事項を所掌する。 

(１) 鹿角市障がい者計画等の策定に関し必要な事項 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 策定懇談会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。 

２ 策定懇談会は、障害者福祉に係る団体及び機関の代表並びに保健、医療、教

育及び雇用関係者等並びに市の職員のうちから、市長が委嘱又は任命する

15 人以内の委員をもって充てる。 

３ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌々年度末までとし、再

任を妨げない。ただし、委員の欠員により補充する委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

（運営） 

第５条 会長は、策定懇談会を招集し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、 

その職務を代理する。 

３ 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその 

職務を代理する。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、策定懇談会に委員以外の者の出席を求 

め、又は他の方法により意見を聴くことができる。 

（庁内検討会） 

第６条 懇談会を補佐し、専門的な調査研究を行うための庁内組織として、庁内検討 

会（以下「検討会」という。）を置くことができる。 
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２ 検討会の座長は、福祉総務課長をもって充てる。 

３ 検討会は、別表に掲げる課の実務担当者であって、当該所属長から推薦され 

た職員をもって構成する。 

４ 座長は検討会を招集し、会務を総理する。 

（庶務） 

第７条 策定懇談会及び検討会の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年 10 月 19 日から施行する。 

（経過措置） 

２ 鹿角市障害者計画の策定に関する要綱（平成22年10月１日訓令第75号） 

は、廃止する。 

別 表（第６条関係） 

総務課、政策企画課、財政課、市民課、生活環境課、税務課、福祉総務課、すこや 

か子育て課、あんしん長寿課、産業活力課、農業振興課、都市整備課、教育委員会総

務学事課、教育委員会生涯学習課、教育委員会スポーツ振興課、消防本部警防予防課 
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２ 鹿角市障がい者計画等策定懇談会名簿 

区  分 氏  名 所属・職名 

福 祉 阿 部 貴 弘 鹿角市障がい者総合サポートセンター センター長 

福 祉 田 島 秀 子 障害者支援施設 鹿角苑 施設長 

福 祉 菅 原   崇 鹿角市社会福祉協議会 

福 祉 金 澤 澄 子 ＮＰＯ法人 かづの活動センター出発の家 施設長 

福 祉 川 又 聡 一 ＮＰＯ法人 鹿角親交会 次長 

福 祉 泉 谷 栄 子 ＮＰＯ法人 青垣 施設長兼管理者 

福 祉 小田島   昭 鹿角市身体障害者協会 会長 

福 祉 鈴 木 敬 子 鹿角市民生児童委員協議会 理事 

保 健 髙清水 清 大 
秋田県北秋田地域振興局大館福祉環境部  

企画福祉課 チームリーダー 

保 健 吉 田 正 恵 鹿角地区保育協議会 会長 

医 療 佐 藤 啓 子 かづの厚生病院 医療福祉相談室 係長 

教 育 泉 澤 博 人 秋田県立比内支援学校かづの校 進路指導主事 

雇 用 佐 藤   郷 鹿角公共職業安定所 企画紹介係 

 

３ 鹿角市障がい者計画等策定のプロセス 

 開 催 日 会議等の名称 

 令和７年 ８月２５日 第 1 回障がい者計画等策定懇談会 

 令和７年１１月１７日 第 2 回障がい者計画等策定懇談会 

 令和７年１１月２５日 障がい者計画等庁内検討会 

 
令和８年 １月１６日～ 

令和８年 ２月１６日 
 パブリックコメント 

 令和８年 ２月１８日 第 3 回障がい者計画等策定懇談会 

 令和８年 ３月１９日   庁議により計画決定 
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４ 用語説明 

（本文中、「*」で表示した用語などの説明） 

 

【あ行】 

●ＩＣＴ 

  情報通信技術の略称。コンピューターやインターネット等を活用した仕組みを

指す。 

 

●アクセシビリティ 

   障がいの有無にかかわらず、誰もが情報、サービスなどを利用しやすい状態で

提供される情報や機能を支障なく利用できること。 

 

●アディクション 

   依存、依存症。嗜癖（しへき）とも呼ばれ、物質嗜癖（アルコール・薬物等）、

行動嗜癖（ギャンブル・買い物等）、関係嗜癖（恋愛依存・共依存等）に分類され

る。 

 

●医療的ケア 

   自宅や学校などの医療機関外で日常的に継続して行う必要がある医療的な生

活援助行為のこと。 

 

●インクルーシブ教育 

   障がいのある子どもとない子どもが共に学ぶことを目的に、①障がいを理由に

一般的な教育から排除されないこと、②自分が生活している地域で初等中等教育

の機会が与えられること、③個々に必要な合理的な配慮が提供されることの３つ

が必要とされるという考え方。 

 

●ウェルビーイング 

   心身の健康だけでなく、生活の質や人とのつながり、社会的な充足感などを含

めた人生の幸福感や満足感、豊かさを総合的に表す概念。 

 

 

【か行】 

●鹿角市雇用対策協定 

平成 29 年度から鹿角市と秋田労働局が締結している協定。両者が密に連携し、

雇用に関する課題を克服するための取り組み。 
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●かづののりんごの棚 

点字図書のほか、言葉を絵文字で表現したピクトグラムを配した本や、触った

り動かしたりして感覚的に楽しむ本などを設置し、読書に不自由を感じる人にも

読書の喜びを提供する取り組み。花輪・十和田地区の市立図書館に設置。 

 

●行政相談委員 

 行政相談委員法に基づき総務大臣から委嘱され、行政サービスに関する苦情や、

行政の仕組みや手続きに関する相談を受け、その解決のための助言や行政機関に

対する通知などを行う。 

 

●グループホーム（共同生活援助） 

   夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助、介護等を行う

障害福祉サービス。 

 

●合理的配慮 

   障がいのある人が社会生活において他の人と平等に参加できるよう、障がいの

特性や困りごとに合わせて行われる、過度な負担にならない範囲で社会的障壁を

取り除くために必要な調整。 

 

 

【さ行】 

●障害者基本法 

   障がい者施策の基本原則とともに、施策全般における基本的事項を定めた法律。

障がい者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進

することを目的とする。 

 

●障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

（障害者総合支援法） 

   すべての国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域

社会の実現のため、必要な福祉施策などを定めた法律。障害者自立支援法に代わ

り、平成２５年４月から新たに施行された。「障害者総合支援法」と呼ばれる。 

 

●障害者差別解消法 

   障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がい

の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら

共生する社会の実現を目指し、平成 2８年４月に施行された。 
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●障がい者自立支援協議会 

  地域における障害福祉の課題や支援体制について協議を行うため、障害福祉サ

ービス事業者、相談支援事業者、医療・教育・就労関係機関、行政等で構成され

る組織。 

 

●障がい者総合サポートセンター 

  鹿角市基幹型相談支援センター、鹿角市障がい者虐待防止センター、鹿角市地

域活動支援センター、鹿角市障がい者自立支援協議会の運営を一体的に行う機関。 

 

●自立支援医療（精神通院） 

  精神障がい者の通院医療を促進し、かつ適正医療を普及させるため、都道府県

がその医療に関する費用を公費で負担する制度。 

 

●自立支援医療（更生） 

  医療行為によって障がいそのものを除去し、あるいは程度を軽減させる治療に

対して、国などがその医療に関する費用を公費で負担する制度。 

 

●成年後見制度 

  判断能力の不十分な人を保護するための民法上の制度。財産の管理や契約につ

いて、法律や福祉の専門家、家族などが本人の能力に応じて法律行為の代理や補

助を行う制度。 

 

●人権擁護委員 

  人権擁護委員法に基づき法務大臣から委嘱され、地域住民からの人権に関する

相談を受けたり、人権の考えを広める活動を行う。 

 

 

【た行】 

●多世代交流スペース 

  社会福祉協議会内に、だれもが自由に活用できる日中の居場所として開放して

いる居室。インターネット環境の整備など、利便性にも配慮している。 

 

●地域活動支援センター 

   障害者総合支援法の施行により実施されている地域生活支援事業の一つで、創

作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進など、地域の実情に

応じて市町村ごとに柔軟に実施できる事業。 
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●地域包括支援センター 

 住み慣れたまちで安心して暮らしていけるように、介護・医療・保健・福祉の

さまざまな面から高齢者等を支える機関。主に①総合相談②介護予防ケアマネジ

メント③権利擁護④包括的・継続的ケアマネジメントの支援業務を行う。 

 

●特定健康診査 

   40～74 歳の国保加入者を対象に市町村が実施主体で実施している一般健康

診査で、生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドロームの状態にある人や、

予備軍となっている人を早期に発見し、生活習慣改善のため特定保健指導を実施

している。 

 

●特別支援教育コーディネーター 

   特別支援教育（学校教育法に基づき、幼稚園、小・中学校、高等学校などにお

いて、教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、その障がいに

応じた教育を行うことを目的とした教育。）を推進するため、障がいのある児童

生徒について学校内及び関係機関、保護者との連絡調整を行い、ニーズに応じた

教育を展開するための体制づくりを行う教員のこと。 

 

 

【な行】 

●日常生活用具 

   障がいのある人の日常生活において、その障害を軽減し、自立した生活を支援

するための用具。視覚障がい者用の点字タイプライター、電磁調理器や聴覚障が

い者用の通信装置、肢体不自由者用の入浴補助用具などがある。 

 

●妊婦健康診査 

安心して出産できるよう、妊婦や胎児の健康状態を定期的に確認する健康診査

のこと。（14 回の妊婦健診受診票を発行している。） 

 

 

【は行】 

●８０５０（ハチマルゴーマル）問題 

   80 代の親が 50 代のひきこもりの子どもの生活を支えている状況のこと。世

帯収入の減少、親の要介護状態、病気などの要因で、家族が経済的・社会的に孤

立・困窮する問題。 
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●発達障がい 

   発達障がいは、多くは乳幼児期に現れる脳機能障がいで、発達障害者支援法で

は、「自閉症、アスペルガ－症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥

多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢に

おいて発現するものとして政令で定めるものをいう」と定義される。 

 

●バリアフリー 

   「障がいのある人が社会生活をしていくうえで妨げとなる障壁(Barrier)となる

ものを除去(Free)する」という意味で、建物や道路などの段差等生活環境上の物

理的障壁の除去に加え、「社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なす

べての障壁の除去」という意味でも用いる。 

 

 

【ま行】 

●民生委員・児童委員 

   民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱され、各市町村に置かれる民間奉仕

者で、担当地域内の生活に困っている人や障がいのある人、高齢者、児童などの

相談に応じ、必要な助言、支援などを行う。 

 

 

【や行】 

●ユニバーサルデザイン 

   特定の年齢・性別・国籍・心身状態の人を対象とするのではなく、さまざまな

違いを越えてすべての人のことを念頭に置いて考慮し、計画・設計することや、

そのようにしたもの。 

 

 

【ら行】 

●ライフステージ 

   出生から高齢期に至るまでの人生の各段階を、年齢や生活の変化に着目して捉

えた考え方。 

 

～66～



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７期鹿角市障がい者計画 

 

発行日  令和８年 3 月 

        発行者  鹿角市 健康福祉部 福祉総務課 地域福祉班 

住 所  〒018-5201 鹿角市花輪字下花輪 50 番地 

(鹿角市福祉保健センター内) 

電 話  0186-30-0238 

ＦＡＸ  0186-22-2044 


